
①申込団体から訪問申請受付サービスを申込
②代表者様と必要書類等について打ち合わせ（電話等）
※申請に必要な書類は訪問日が決まり次第、郵送もしくは直接持参いたします。

③申請者が申請に必要な書類を事前記入

➃市スタッフが申請者の本人確認と必要な書類等を確認
⑤申請者の写真撮影とマイナンバーカードの申請受付

⑥マイナンバーカードを住民票上の住所地に郵送（概ね2ヶ月後）

ご希望の方が５名程度集まれば、ご指定の場所にお伺いします！

対象団体

堺市内の企業や地域団体等（町内会、各種サークル有志など）

実施時間

平日の午前10時から午後4時までの間で希望される時間

申込条件

1 堺市に住民登録のある申請希望者が概ね5名程度見込まれること

2 申込団体で会場、机、椅子などの備品、電源をご用意いただけること

3 申込団体で申請者に必要な書類等の事前案内を行っていただけること

実施の流れ

当日必要な書類

①通知カードまたは個人番号通知書 ※通知カードは当日回収します

②本人確認書類2点

〔例：運転免許証、旅券、資格確認書、各種年金手帳、各種医療受給者証などから2点〕

※通知カードがない場合は、写真付きの本人確認書類が必要となります。

③住民基本台帳カード（お持ちの場合のみ）※当日回収します

申込方法

電話から申込み・お問い合わせ

堺市マイナンバーカード普及促進センター（髙島屋堺店９階）072-600-0181
【受付時間】月～土曜日、第2日曜日 9:30～17:30（火・木曜日は19:30）※左記以外の日曜日・祝休み

事前

当日

後日


